
　３年以上の多世帯同居や市内にいる家族との住まい
が近くなる近居のための、住宅改修費などを補助しま
す。申請期限は12月１日(水)。■広報ID番号 1007792

 【対象(いずれかに該当するかた)】
▶市内で居住用に所有する住宅を改築･改修し、新たに
多世帯同居(世帯数が一つ以上増加)をするかた

▶親･子･孫など三世代のいずれかが所有し、居住してい
る住宅のそばに市外から近居するかた

 【対象となる工事と経費】
▶市内に本店か支店などがある建設業者などが施工す
る、同居に必要な住宅の本体工事
▶近居のために住宅を新築か購入(中古住宅を含む)する
費用、近居のための借家(アパートなどを含む)の賃貸
借契約に係る敷金･権利金･仲介手数料

 【補助額】同居は対象工事費の２分の１。市内在住者の
同居は上限50万円。市外在住者か18歳以下の子ども
がいる世帯の同居は上限100万円。また、近居の新築･
購入費は上限100万円、賃貸借契約は上限30万円
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　補助制度の詳細は、市ホームページでもご覧いただけます。なお、
市の補助は、東日本大震災で避難し、市内に居住しているかたも利用
できます。また、①の空き家購入か、②の同居の場合、③の住宅リ
フォーム助成と併用できる場合があります。

問い合わせ▶住宅整備課☎(888)5770(市役所４階)

　３年以上の定住を目的とした空き家(建築から10年
以上経過している物件)の改修工事費の一部を補助しま
す。申請期限は12月１日(水)。■広報ID番号 1007789

 【対象(いずれかに該当するかた)】
▶空き家バンク(ページ右下に記載)に登録された空き家
か宅建業者が仲介した戸建て住宅を購入し、市外から
移住するかた
▶空き家バンクに登録された空き家か宅建業者が仲介し
た戸建て住宅を、市外から移住するかたに賃貸する所
有者、または賃借して市外から移住するかた

 【対象工事】市内に本店か支店などがある建設業者など
が施工する、定住のために必要な本体工事
 【補助額】対象工事費の２分の１。購入は上限100万
円、賃貸借は上限30万円。また、市内在住者
の購入は上限50万円、賃貸借は上限20万円

＊｢秋田市中心市街地活性化基本計画区域内｣か｢秋田市立地適正
化計画の居住誘導区域内｣にある住宅は、市内在住のかたも利
用できます。

＊同居か近居する直系卑属が単身世帯の場合は対象外です。

■市の制度　
　いずれも、今年度に工事が完了し、実績報告書を提
出する必要があります。申し込みは来年３月18日(金)
までに住宅整備課へ。

①通常のリフォーム　■広報ID番号 1007790
　対象＝市内に本店のある建設業者などが行った50万

円以上の工事
　補助額＝５万円。秋田市中心市街地活性化基本計画

区域内であれば10万円

②災害復旧工事　■広報ID番号 1027896
　対象＝今年１月７日以降の暴風雪や大雪などに伴う

被害の、復旧のための20万円以上のリフォーム工事
(災害により被害証明書が発行されたものに限る)。
秋田市内に本店のない業者が施工した工事も対象と
なります

　補助額＝補助対象工事費の10％(１千円未満切り捨
て)、上限５万円

 【①②の対象となる住宅】制度を初めて利用する住宅
(災害復旧工事の場合は、災害により被害証明書が発行
された住宅)で、次のいずれかに該当する物件。ただ
し、市内在住のかたで市税の滞納がないことが要件
▶申請者が所有し、居住している
▶配偶者、親(配偶者の親も含む)か子が所有し、申請者
が居住している
▶申請者の親(配偶者の親も含む)
か子が所有し、居住している
▶申請者が所有し、親(配偶者の
親も含む)か子が居住している

市外局番＝☎018

①定住のための空き家改修工事への補助

②多世帯同居･近居のための住宅改修へ補助

★ご利用ください｢空き家バンク｣
　市内の空き家の売却･賃貸を希望するかたから登録さ
れた情報を、市ホームページなどで紹介しています。
ぜひ一度ご覧ください。■広報ID番号 1007425

③住宅の増改築･リフォーム、
　災害復旧工事への補助

補助制度で補助制度で
快適な快適な
住環境を住環境を

■県の制度　
　子育て世帯や移住世帯が行う住宅の増改築･リフォー
ム、一般世帯が行う持ち家の断熱改修や自然災害によ
る復旧工事を支援します。詳しくは、秋田地域振興局建
築課へお問い合わせください。☎(860)3491
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リモート
オフィス

　秋田新都心ビル㈱が、アルヴェ内の映画館の一部を
改修し、３月にオープンさせた｢アトリエ アルヴェ｣。
ローカル５Ｇによる超高速･大容量の通信環境を整備し
た、秋田駅直結のリモートオフィス(有料)です。
　働く場所と時間を選ばないリモートワーク用などに
提供しています。料金など詳しくは、アルヴェ民間棟
ホームページをご覧ください。http://e-alve.com 

問い合わせ▶秋田新都心ビル㈱☎(836)4290

● 〝アフターコロナ〟を見据えた、にぎわいの回復とま
ちの活性化を推進するため、今年度、アルヴェ公共
棟のきらめき広場にも、ローカル５Gの基地局を整
備する予定です。

＊ローカル５Ｇ＝地域の企業や自治体が、限られた敷地内など
に設置する超高速な次世代通信システム。

施
設
の
概
要

◆コワーキングスペース(12席／個人向け)
　利用時間▶１日＝9:00〜20:00
　　　　　　半日＝9:00〜15:00、13:00〜20:00　
　利用方法▶予約不要。当日券を受付で販売

◆オフィス専用スペース(４部屋／法人向け)
　利用時間▶9:00〜20:00　

利用方法▶契約書面の取り交わしが必要です。詳
しくはお問い合わせください
各部屋の広さ▶オフィスＡ＝35.00㎡、オフィス
Ｂ＝23.20㎡、オフィスＣ＝30.81㎡、オフィ
スＥ＝30.81㎡(オフィスＤは共有スペースです)

＊１か月契約や会議室(６〜10人)の１時間単位での貸し出
しもできます。

◆共有スペース(９席)、交流スペース(ラウンジ、和室)

＊観光型MaaS＝Mobility as a Service の略で、複数の移動手段
や観光などの検索･予約･決済などをスマホで切れ目なく行う
ことができる仕組み。東北６県の各エリアでも実施中です。

　JR東日本では、秋田市と男鹿市を
対象にした観光型M

マ ー ス

aaS｢TOHOKU 
MaaS｣を実施しています。
　右記のチケットが期間限定でウェブ

サイトから購入でき、スマートフォンなどを提示する
だけで利用できます。｢くるりん周遊パ
ス｣と｢ぐるる｣のチケットを組み合わせ
て秋田市の魅力を体験してみませんか！ 
　問い合わせ▶観光振興課☎(888)5602

◆市内観光施設を周遊できる
　｢みるかネット くるりん周遊パス｣＝500円

対象施設▶千秋美術館、佐竹史料館、久保
田城御隅櫓、赤れんが郷土館、民俗芸能伝
承館、旧金子家住宅、旧黒澤家住宅、秋田城跡歴史
資料館、旧秋田藩主佐竹氏別邸(如斯亭)庭園

　　　チケットの種類と価格

＊画面の提示で県立美術館と大森山動物園は入館料を割引。

◆中心市街地循環バス｢ぐるる｣１日乗車券＝300円

◆｢ぐるる｣とJR男鹿線(秋田駅〜男鹿駅)の２日間乗り
放題パス＝1,600円

◆そのほか、男鹿の観光施設のチケットもあります！

旧秋田藩主佐竹氏別邸(如斯亭)庭園 赤れんが郷土館 民俗芸能伝承館 久保田城御隅櫓

↑こちらからも

アトリエ アルヴェ

市内施設を

　スムーズに

　　　　観光♪

詳しくは
ウェブサイトで→

東北 MaaS 検索 ➡




